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国立大学法人和歌山大学永年勤続者表彰規程 

制  定 昭和４３年１１月１６日 

全部改正 平成 ７年 ３月１０日 

最終改正 令和 ５年 ３月２９日 

（趣旨） 

第１条 国立大学法人和歌山大学（以下「本学」という。）の教職員に対する永年勤続の表彰

（以下「表彰」という。）については、この規程の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規程において、「部局長」とは、本学組織規則に定める学部等、基幹、機構、附

属機関及び事務局の長をいう。 

（被表彰者） 

第３条 表彰は、本学の教職員であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、勤務成績が

良好である者について行う。 

（１） 勤労感謝の日において、官公庁等の教職員としての引き続いた在職期間（以下「勤

続期間」という。）が２０年以上であって、当該勤続期間のうち本学の教職員として

の在職期間（以下「本学在職期間」という。）が１０年以上である者 

（２） 退職（死亡による退職を含む。以下同じ。）の日において、次のいずれかに該当す

る者 

ア 勤続期間が２０年以上であって、当該勤続期間のうち本学在職期間が１０年以上

である者のうち前号に該当する者として表彰されていない者 

イ 勤続期間が３０年以上であって、当該勤続期間のうち本学在職期間が１５年以上

である者 

（被表彰者の推薦） 

第４条 前条各号に該当する者の推薦は、当該部局長が別記様式１により学長あてに行うも

のとする。 

（表彰） 

第５条 表彰は、１人の教職員について１回とする。ただし、第３条第１号に該当し表彰さ

れた教職員が、同条第２号イに該当することとなった場合は、この限りではない。 

（表彰状の授与等） 

第６条 表彰は、学長が別記様式２による表彰状を授与することにより行う。 

２ 前項の表彰状に併せて、記念品を贈呈するものとする。 

（表彰の日） 

第７条 表彰は、次の各号に掲げる日に行う。 

（１） 第３条第１号に該当する者 勤労感謝の日 

（２） 第３条第２号に該当する者 退職の日 

（期間の計算） 

第８条 勤続期間又は本学在職期間の計算は、官公庁等の教職員又は本学の教職員となった

日の属する月から表彰の日の属する月までの引き続いた在職期間の月数による。 

（除算期間） 

第９条 勤続期間又は本学在職期間の計算は、表彰の日の属する月までに官公庁等の教職員
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又は本学の教職員として在職した期間のうち、国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第

１８２号）各条（第７条第２項を除く。）に規定する勤続期間の計算に関する定めによる月

数によるものとする。 

２ 懲戒処分により減給又は停職された期間は、前項の規定に関わらず、在職期間から除算

する。 

（雑則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

１ この規程は、平成７年４月１日から施行する。 

２ この規程施行の際現に従前の永年勤続者表彰規程第２条第１号の規定に基づいて行われ

た表彰は、この規程の第３条第１号に該当する者に対して行われた表彰とみなす。 

３ この規程施行の日の前日において現に本学の職員である者が、停年、定年又は勧奨によ

り退職することとなった場合で、勤務成績が良好である者については、この規程第３条第

２号又は第３号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則（平成７年９月２２日一部改正） 

 この改正規程は、平成７年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成９年６月５日一部改正） 

 この改正規程は、平成９年６月５日から施行し、平成９年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１０年３月２７日一部改正） 

 この改正規程は、平成１０年４月９日から施行する。 

   附 則（平成１１年４月１日一部改正） 

 この改正規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１３年３月３０日一部改正） 

 この改正規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１４年７月２６日一部改正） 

１ この改正規程は、平成１４年７月２６日から施行する。 

２ 第３条第１号及び第２号ア中「２０年」及び「１０年」とあるのは、この改正規程施行日

（以下「施行日」という。）から平成１８年３月３１日までの間は、それぞれ次の表のとお

り読み替えるものとする。 

     読み替えを行う期間 

 

 

 

読み替える字句 

施 行 日 

 

～ 

平成１５年

３月３１日 

平成１５年

４月１日 

～ 

平成１６年

３月３１日 

平成１６年

４月１日 

～ 

平成１７年

３月３１日 

平成１７年

４月１日 

～ 

平成１８年

３月３１日 

２０年 ２４年 ２３年 ２２年 ２１年 

１０年 １２年 １２年 １１年 １１年 

   附 則（平成１６年４月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１０８号） 

 この改正規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年３月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第４１８号） 

 この改正規程は、平成１７年３月３１日から施行し、平成１７年２月１６日から適用する。 

   附 則（平成２０年３月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第７５７号） 
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 この改正規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年６月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１０４６号） 

 この改正規程は、平成２２年７月１日から施行する。 

   附 則（令和５年３月２９日一部改正：法人和歌山大学規程第２５４５号） 

 この改正規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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別記様式１（第４条関係） 

  年  月  日 

 

 和歌山大学長 殿 

部局長             

 

 

和歌山大学永年勤続被表彰者の推薦について 

 

 このことについて、本学永年勤続者表彰規程第３条第 号に該当する職員として、下記の

とおり推薦します。 

 

記 

 

職名 氏名 勤続年数 

勤続年数の内訳  

（イ） 勤続年数 （ロ）（イ）のうち除算年数 

備考 

勤続年数 期間 除算年数 期間 

   
 年 月 自 

至 

  年 月 自 

至 
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別記様式２（第６条関係） 

（１） 第３条第１号の場合 

  
 
 
 

表
彰
状 

氏
名 

 
 
 

殿 
 

  

あ
な
た
は
永
年
和
歌
山
大
学
に
勤
務
し

職
務
に
精
励
さ
れ
ま
し
た 

 

よ
つ
て
こ
こ
に
表
彰
し
ま
す 

 
 

 
 
 
 
 

年 

月 

日 

 
 
 

和
歌
山
大
学
長 

氏
名 

印 

 

（２） 第３条第２号の場合（死亡による場合を除く。） 

  
 

 
 

表
彰
状 

氏
名 

 
 
 

殿 
 

  

あ
な
た
は
和
歌
山
大
学
に
勤
務
し
職

務
に
精
励
さ
れ
ま
し
た 

 
こ
の
た
び
退
職
す
る
に
あ
た
り
そ
の

功
労
を
表
彰
し
ま
す 

  
 
 

 
 

年 

月 

日 

 
 

 

和
歌
山
大
学
長 

氏
名 

印 

 

（３） 第３条第２号の場合（死亡による場合） 

  
 
 
 

表
彰
状 

氏
名 

 
 
 

殿 
 

  

あ
な
た
は
和
歌
山
大
学
に
勤
務
し

職
務
に
精
励
さ
れ
ま
し
た 

 

よ
つ
て
そ
の
功
労
を
た
た
え
こ
こ

に
表
彰
し
ま
す 

  
 
 
 
 

年 

月 

日 

 
 
 

和
歌
山
大
学
長 

氏
名 

印 

 

 

 


